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支配株主等に関する事項について 

 

当社の親会社である株式会社プレステージ・インターナショナル及び Prestige International(S) Pte 

Ltd.について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等 

（2026 年 3 月 31 日現在） 

名称 属性 

議決権所有割合（％） 
発行する株券が上場されている

金融商品取引所等 
直接 

所有分 

合算 

対象分 
計 

株式会社プレステージ・イ

ンターナショナル 
親会社 0.00 56.80 56.80 

株式会社東京証券取引所 プラ

イム市場 

Prestige International(S) 

Pte Ltd. 
親会社 56.80 0.00 56.80 ― 

 

２．親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由  

名称 理由 

株式会社プレステージ・イ

ンターナショナル 

当社は、同社を親会社とするプレステージ・インターナショナルグループ

の連結子会社であります。同社は、親会社としてグループ全体のガバナン

スに関する権限を有しており、当社に与える影響が最も大きいと考えられ

るためであります。なお、同社は、Prestige International(S) Pte Ltd.の

株式を 100％保有しております。 

 

３．親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係 

当社は、株式会社プレステージ・インターナショナルを親会社とするプレステージ・インターナショナ

ルグループに属しております。同社グループは、オートモーティブ事業、プロパティ事業、グローバル事

業、カスタマー事業、金融保証事業、IT 事業、ソーシャル事業を展開しており、当社は、金融保証事業に

おける連結子会社として位置づけられております。 

当社と株式会社プレステージ・インターナショナルとの間には、業務委託、役員の兼任など一部の取引

関係及び人的関係を有しておりますが、同社との取引関係及び人的関係は限定的であり、当社の経営につ



 

             

   

きましては、同社グループの経営方針を踏まえて、独自の経営判断に基づき意思決定を行っており、一定

の経営の独立性が確保されております。 

 

（役員の兼務状況） 

（2026 年 6 月 24 日現在） 

役職 氏名 親会社等での役職 就任理由 

取締役（非常勤） 玉上 進一 株式会社プレステージ・イン

ターナショナル 代表取締役

社長執行役員グループ CEO 

上場会社の代表取締役として豊富な

経験と知識を有し、業務執行を行う経

営陣から独立した立場で、当社の経営

に有益な助言をいただけるものと考

え、取締役に選任しております。 

監査役（非常勤） 吉田 範夫 株式会社プレステージ・イン

ターナショナル 常勤監査役 

上場会社における様々な業務経験を

有しており、当該業務経験と見識を活

かして、当社の監査体制の品質の維

持・向上に貢献いただけるものと考

え、監査役に選任しております。 

（注）当社の取締役及び監査役 9 名のうち、株式会社プレステージ・インターナショナル及び Prestige 

International(S) Pte Ltd.との兼務の状況は上記の通りであります。 

 

４．支配株主等との取引に関する事項 

該当事項はありません。 

 

５．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

当社の親会社は、上場会社である株式会社プレステージ・インターナショナルであり、少数株主の権

利保護については、重要な事項であると認識しております。当社は、独自の経営方針及び経営戦略に基

づいて、経営活動を展開しており、同社とは基本的な事業分野が異なることから、一定の独立性が確保

されていると考えております。なお、親会社である株式会社プレステージ・インターナショナルとの取

引等を行う際は、当該取引等が、当社の経営健全性を損なっていないか、合理的判断に照らし合わせて

有効であるか、及び取引条件が他の外部取引と比較して著しく相違しないこと等を十分に確認するもの

としております。また、支配株主等との取引については、社外取締役及び社外監査役で構成される特別

委員会において審議・検討を行い、当該結果を取締役会に答申することで、取引内容の公正性、妥当性

を検討することと致しております。 

 

 

以 上 

 

 

 


